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（資料３４－２） 

1 納税不足額が生じる個車ごとの情報 本人外収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 納税義務者へ送付する書類 

(1) 納税不足額分の納税通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖ 

見本 



(2) 軽自動車税の税額変更のお知らせ   
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軽自動車税の税額変更のお知らせ 
 

 

 

この度、三菱自動車工業株式会社（以下「三菱自動車」といいます。）の軽自動車（ｅＫ

ワゴン／ｅＫカスタム・ｅＫスペース）及び日産自動車株式会社（以下「日産自動車」とい

います。）の軽自動車（デイズ・デイズルークス）について、これらの製造元である三菱自

動車が行った燃費試験データの不正行為に関し、燃費値の修正が行われたため、燃費値に応

じて軽減する軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の適用についても変更となりました。  

これに伴い、上記の対象となる車両の軽自動車について、軽自動車税の税額に変更が生じ

ることとなりました。 

このような経過により、皆様に正しい軽自動車税額をお知らせするため、法令に基づき、

同封の納税通知書を送付いたします。この納税通知書に記載されている平成28年度分の軽

自動車税の増額分については、三菱自動車が納付しますので、皆様が

納付する必要はありません。 

 
【今回の変更内容】 

 

【ご参考】 

  
○ 今回、納税通知書を送付することについては、三菱自動車及び日産自動車が 
支払う補償金の受取方法等と併せて、三菱自動車及び日産自動車のホームページ 
や、納税義務者の皆様あてのダイレクトメールにてお知らせをしております。 
ダイレクトメールがお手元に届いていない場合は、対象車種が日産自動車のものであ
っても、すべて三菱自動車までご連絡をお願いします。 

 

 

≪お問い合わせ先について≫ 

 

 

変更前税額 変更後税額 
増額分 

（変更差額） 
変更理由 

8,100円 10,800円 2,700円 
グリーン化特例（軽課）区分の 

変更による税額更正 

お問い合わせ内容 お問い合わせ先 

燃費不正その他一般に関する 

お問い合わせ 

三菱自動車燃費不正に関するお問い合わせ専用窓口 

フリーダイヤル 0120-100-223 
［受付時間］9時～17時（土、日：９時～12時、13時～17時） 

三菱自動車ホームページ

（http://www.mitsubishi-motors.co.jp/） 

納税通知書に関するお問い合わせ 

新宿区総務部税務課収納管理係 

電話 03－5273－4139 

軽自動車税担当 

見本 



3 自動車製造会社へ送付する書類 

(1) 請求書 
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 （案） 

平成  年  月  日 

 

請     求    書 

 

 

三菱自動車工業株式会社 

 代表取締役 益 子  修 様 

                             新宿区長 

                                吉 住  健 一 

 

 

     下記のとおり、貴社の燃費試験不正行為に係る平成 28 年度軽自動車税の納税不

足額を請求します。 

 

        合計金額 ￥                       

 

内訳は別紙対象車両等一覧表のとおり 

       

      下記口座へ請求日から、10 日以内に納付してください。 

        納付期限 平成   年  月  日 

       

        

         銀行名    みずほ銀行 

         支店名    新宿支店 

         口座番号   №○○○○○○○ 

         口座名義人  新宿区役所 総務部 税務課 

                金銭出納員 ○○ ○○ 

 

 



(2) 対象車両一覧表 
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外部提供 

 

  
東京都新宿区 税務課 

    
○月×日送付分請求書の対象車両等一覧表 

    
  車両番号 納税不足額 備考 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

合計       

    
特記事項： 

 



（3）新宿区より提供した個人情報の保護措置について
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（案）       28新総税収第   号 

平成 28年  月  日 

三菱自動車工業株式会社 

 代表取締役 益 子  修 様 

 

                            新宿区長 

                               吉 住  健 一 

 

新宿区が提供する個人情報の適切な管理に係る留意事項について 

 

  新宿区（以下「甲」という。）が貴社（以下「乙」という。）に提供する対象車両一覧

表に係る車両番号、納税不足額及び納税不足額の第三者納付が不要の旨（乙の燃費試験

不正行為に係る軽自動車税の納税不足額の納付に係るものをいう。以下「該当情報」と

いう。）は、新宿区個人情報保護条例（平成 17年新宿区条例第 5号）に規定する個人情

報に該当します。 

  ついては、乙におかれましても該当情報を適切に管理されるよう、下記の事項につい

てご留意くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

  １ 乙は、該当情報を一切第三者に漏らさないこと。 

  ２ 乙は、該当情報に係る乙の執務場所以外の場所に、該当情報を持ち出さないこと。 

  ３ 乙は、該当情報を乙の燃費試験不正行為に係る軽自動車税に関する業務（以下「軽

自動車税業務」という。）に係る納税義務者への通知以外の用途のために利用し、又

は第三者に提供し、若しくは利用させないこと。 

  ４ 乙は、該当情報に係る記録媒体を施錠できる保管庫に保管する等、善良な管理者

の注意をもって該当情報を保管し、及び管理すること。 

  ５ 乙は、該当情報を複写し、又は複製しないこと。 

  ６ 乙は、軽自動車税業務を行うに当たり、該当情報を取り扱う業務を第三者に委託

しないこと。 

  ７ 乙は、軽自動車税業務の終了後は、該当情報に係る記録媒体を直ちに消去し、又

は廃棄すること。 

  ８ 乙は、該当情報の管理状況について、必要に応じて甲が行う立入調査を受け入れ

る体制を整備すること。 

  ９ 乙は、次に掲げるいずれかの場合には、直ちに甲にその旨を通知すること。 

（１）該当情報の漏えいなどの事故が発生し、又は当該事故が発生するおそれがあ

るとき。 

（２）上記１から８までのいずれかの事項に反したとき。 
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